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税 務 相 談
会社、商店等の経営、経理問題

や、税務の問題について、専門の

税理士が相談に応じます。お気軽

にどうぞ。相談日‥ ・毎週金曜日/

午後1畤～4時。区役所( 1階)

区民 相談室。料金無 料。

楽
し
い
夏
休
み
の
た
め
に

家
族
で
話
し
合
い
を

今
日
か
ら
夏
休
み
。
子
一
E
ち
自
身
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ぞ
つ
。
こ
の
休

み
は
、
自
主
的
な
学
習
や
I
"
N
ポー
ツ
に
励
み
、
か
ら
だ
の
鍛
練
と
豊
か
な
創
造
性
`
・
は
ぐ
く
み
、
人

格
形
成
に
役
立
た
せ
る
大
切
な
と
き
で
す
。
長
い
期
間
で
あ
る
だ
け
に
、
有
意
義
に
す
ご
し
た
い
も

の
で
す
。
楽
し
い
夏
休
み
に
な
る
よ
う
、
家
族
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
f

つ
。

規
則
正
し
い
生
活
を

長
い
休
み
の
期
間
中
は
、
学
校
で
は

得
ら
れ
な
い
貴
重
な
体
験
の
と
き
と
言

え
ま
す
。
こ
の
期
間
を
ム
ダ
に
し
な
い

た
め
に
は
、
計
画
的
に
、
規
則
正
し
く

過
ご
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

子
供
自
身
に
計
画
を
た
て
さ
せ
、
団

ら
ん
の
と
き
に
で
も
、
相
談
に
の
っ
て

あ
げ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

長
い
休
み
で
す
か
ら
、
後
半
は
だ
れ

が
ち
に
な
り
ま
す
。
計
画
は
ム
リ
の
な

い
よ
う
、
単
調
で
あ
き
が
こ
な
い
よ
う

に
気
を
つ
け
ま
し
冫
つ
。

夏
休
み
に
は

・
本
を
読
も
う

・
自
然
に
親
し
も
う

・
体
を
き
た
え
よ
う

・
よ
い
遊
び
を
考
え
よ
う

・
規
則
正
し
い
生
活
を
し
よ
う

自
然
に
親
し
む

数
年
前
ま
で
は
、
田
園
風
景
が
そ
こ

こ
こ
に
見
ら
れ
た
足
立
区
も
、
今
は
、

ほ
ん
の
一
部
の
地
域
に
し
か
、
そ
の
お

も
か
げ
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

夏
休
み
に
は
、
せ
め
て
、
自
然
に
恵

ま
れ
た
環
境
や
そ
の
雰
囲
気
に
ふ
れ
さ

せ
る
よ
う
に
心
掛
け
、
親
子
そ
ろ
っ
て

自
然
の
美
し
さ
、
偉
大
さ
、
厳
し
さ
を

感
じ
と
る
機
会
を
得
た
い
も
の
で
す
。

ま
た
、
自
然
を
大
切
に
す
る
気
持
も

養
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
昆
虫
や
植
物
は
、
そ
の
場
で
観
察
し

て
、
む
や
み
に
採
集
し
な
い

・
ゴ
ミ
や
あ
き
缶
は
持
ち
帰
る

・
ラ
ジ
オ

ー
レ
コ
ー
ド
を
野
山
に
持
込

ま
な
い
…
自
然
の
う
た
声
に
耳
を
傾

け
よ
う

子
供
の
交
通
事
故

交
通
事
故
は
最
近
六
年
間
で
は
、
減

一
少
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
子

供
の
事
故
は
年
々

ふ
え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
夏
休
み

に
は
、
子
供
の
交

通
事
故
が
急
激
に

ふ
え
ま
す
。

子
供
の
事
故
と

い
っ
て
も
、
年
齢
に
よ
っ
て
内
容
が
変

わ
っ
て
き
ま
す
。

幼
児
は
と
び
だ
し
が
六
〇
哭
小
学

生
は
、
自
転
車
事
故
と
と
び
だ
し
が
六

五
″
'
、
中
学
生
に
な
る
と
自
転
車
事
故

が
七
〇
t
に
な
っ
て
い
ま
す
。

楽
し
い
は
ず
の
夏
休
み
が
、
悲
し
い

結
果
に
な
ら
な
い
よ
う
、
十
分
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

・
白
転
車
事
故
が
ふ
え
て
い
ま
す

正

し
い
乗
り
方
を
教
え
ま
し
ょ
う

・
あ
ぶ
な
い
運
転
そ
し
て
い
た
ら
注
意

し
ま
し
ょ
う

・
正
し
い
歩
行
を
教
え
ま
し
ょ
う

・
買
物
中
、
幼
児
か
ら
目
を
離
さ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

夏
休
み
の
少
年
非
行

夏
休
み
も
後
半
に
な
る
と
、
規
則
的

だ
っ
た
生
活
も
く
ず
れ
始
め
ま
す
。
テ

レ
ビ
を
見
た
り
、
ご
ろ
寝
を
し
て
余
暇

を
す
ご
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
、

夏
の
解
放
的
な
雰
囲
気
も
手
伝
っ
て
、

刺
激
の
多
い
盛
り
場
に
足
を
向
け
が
ち

に
な
り
ま
す
。
こ
の
へ
ん
が
非
行
の
滾

一
歩
で
す
。
こ
う
い
う
過
程
で
補
導
さ

れ
る
子
供
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
'

親
が
子
供
の
余
暇
に
つ
い
て
無
関
心
7

あ
っ
た
り
、
適
切
な
指
導
や
配
慮
を
政

っ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
で
す
。

休
み
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
子
供
に
ぶ

規
則
な
生
活
を
許
し
た
り
し
な
い
で
、

家
族
み
ん
な
が
規
律

あ
る
、
規
則
正
し
い

生
活
を
す
る
よ
う
心

掛
け
る
こ
と
が
大
切

で
す
。

夏
の
防
犯
運
動

警
察
で
は
、
夏

休
み
の
少
年
の
非
行
や
事
故
な
ど
の

防
止
の
た
め
、
七
月
二
十
一
日
ヱ
ユ

十
一
日
、
夏
の
防
犯
運
動
を
実
施
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

夏
休
み

子
ど
も
に

愛
の
目

注
意
の
目

フ
ァ
ミ
リ
ー

映
画
会
は
い
か
が

家
族
で
、
ま
た
近
所
の
人
と
一
緒
に

映
画
会
を
開
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

広
報
課
で
は
、
足
立
区
紹
介
の
映
画

を
毎
年
作
っ
て
い
ま
す
。十
六
♂
フ
ィ

ル
ム
は
中
央
図
書
館
に
あ
り
ま
す
が
、

ボ
タ
ン
一
つ
で
手
軽
に
操
作
で
き
る
(

、、f映
写
機
が
広
報
課
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
広
報
映
画
は
、「
私
た
ち
の
あ
た

ち
」・
:
施
設
祠
・
四
季
編
の
二
本
で

、

現
在
、
区
役
所
綢
を
製
作
中
で
す
。

広
報
課
に
は
、
こ
の
フ
ィ
ル
ム
以
外

に
、
デ
ィ
ズ
ユ
ー
の
マ
ン
ガ
映
画
と
チ

ャ
ッ
プ
リ
ン
シ
リ
ー
ズ
な
ど
十
本
ほ
ど

そ
ろ
え
て
あ
り
ま
す
。

貸
出
し
は
無
料
で
す
か
ら
、
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

宿題は終っ たし、いまは、みんなで遊 ぶ時間

申請をお忘れなく
私立幼稚園・類似施設の
父兄 に 補助金が でます

区
で
は
、
毎
年
私
立
幼
稚
園
や
幼
稚

園
類
似
施
設
に
幼
児
を
通
園
さ
せ
て
い

る
父
兄
(
保
護
者
)
に
、
補
助
金
を
年

間
二
回
に
分
吋
て
支
給
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
四
月
?
九
月
の
六
か
月
分

(
前
期
分
)
で
す
。
該
当
す
る
父
兄
の

方
は
、
申
請
を
お
忘
れ
な
く
。

な
お
、
区
内
の
幼
稚
園
類
似
施
設
は

松
山
学
園
、
黒
田
学
園
ミ
水
昌
院
童
子

園
、花
畑
団
地
幼
児
教
室
の
四
園
で
す
。

補
助
金
を

受
け
ら
れ
る
父
兄

①
昭
和
五
十
年
四
月
石
以
降
、
足
立

区
の
住
民
で
あ
る
こ
と
。

③
私
立
幼
稚
園
ま
た
は
幼
稚
園
類
似
施

設
に
在
園
し
、次
の
生
年
月
日
の
幼

児
を
も
つ
父
兄
。

●
満
五
歳
(
昭
和
四
十
四
年
四
月
二

日
?
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日

生
)

●
満
四
歳
(
昭
和
四
十
五
年
四
月
二

日
?
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日

生
)

③
保
育
料
は
、
九
月
分
ま
で
完
納
し
て

い
る
こ
と
。

補
助
金
の
額
と

支
給
時
期

①
五
歳
児

】人
に
つ
き
月
額
二
千
円

②
四
歳
児
一
人
に
つ
き
月
鼈
千
円

③
支
給
時
期
は
、
十
月
上
旬
の
予
定

受
付
期
間

昭
和
五
十
年
(
月
十
五
日
(
金
)
か

ら
九
月
五
日
(
金
)
ま
で

申
請
の
方
法

①
足
立
区
内
の
私
立
幼
稚
園
お
よ
び
幼

稚
園
類
似
施
設
の
園
児
の
保
護
者
は

園
に
手
続
き
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す

の
で
、
園
か
ら
の
連
絡
を
お
待
ち
く

だ
さ
い
。

②
足
立
区
外
の
区
市
町
村
に
あ
る
私
立

幼
稚
園
お
よ
ぴ
幼
稚
園
類
似
施
設
に

在
籍
す
る
園
児
の
保
護
者
は
、
本
人

が
直
接
、
区
役
所
総
務
課
総
務
係
へ

申
謂
し
て
く
だ
さ
い
。
(
郵
送
に
よ

る
申
睛
は
、
事
故
が
多
い
た
め
受
付

け
ま
せ
ん
)

直
接
個
人
で
申
請
す
る
と
き
に
必
要

な
も
の

▽
印
鑑

▽
園
児
在
籍
証
明
書
(
園
児
の
生
年

月
日
の
記
入
あ
る
も
の
)

▽
保
育
料
納
入
済
証
明
書
ま
た
は
領

収
書
(
補
助
金
を
九
月
ま
で
支
給

し
ま
す
の
で

、
保
育
料
も
九
月
ま

で
納
入
し
た
も
の
が
必
要
で
す
)

○
銀
行
振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
方
は

銀
行
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
を

確
認
で
き
る
預
金
通
帳
等
を
お
持

ち
く
だ
さ
い

。

そ
の
他

①
住
所
を
移
転
し
た
方
は
、
そ
の
区
に

住
ん
で
い
た
月
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

区
市
町
村
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

。

⑤
申
請
書
類
は
、
幼
稚
園
ま
た
は
区
役

所
総
務
係
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
総
務
係
へ
ど

う
ぞ
。 九

月
に
入
園
の

私
立
保
育
園
児
募
集

福
祉
事
務
所
で
は
、
次
の
と
お
り
園

児
を
募
集
し
ま
す
。
入
園
を
希
望
さ
れ

る
方
は
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
保
育
園
名

私
立
「
い
づ
み
保
育
園
」
(

関
原
一
丁
目

匸
〒

一
七
)

●
申
込
期
間
(

月

石
?

十
二
日

●
申
込
場
所

◇
足
立
福
祉
事
務
所

千
住
柳
町

匸
一

一

五

営
(
八
(
-

三
一
四
一

◇
中
部
福
祉
喜
務
所

関
原
二
丁
目
一

〇
-
一
〇

兮
(
八
九
-
一
四
八
一

◇
同
分
室

竹
の
塚
一
子

目
二
五
一

一

七

き
(
(

三
上
(

八
〇
〇

◇
東
部
福
祉
事
務
所

東
綾
瀬
一
丁
目

五
!
一
七

営
六
〇
五
-
七
一
〇
五

◇
西
部
福
祉
事
務
所

鹿
浜
一
丁
目
二

四
-
二

兮
(

九
七
-
五
〇
一

●
用
意
す
る
も
の

○
昭
和
四
十
九
年
度
特
別
区
民
税
額
の

わ
か
る
も
の
(
課
税
証
明
書
、
特
別

徴
収
通
知
書
、
納
税
通
知
書
の
い
ず

れ
か
)

○
昭
和
四
十
九
年
分
所
得
税
額
の
わ
か

る
も
の
(
課
税
証
明
書
、
源
泉
徴
収

票
、
納
税
通
知
書
の
い
ず
れ
か
)

○
昭
和
四
十
九
年
度
固
定
賢
産
税
額
の

わ
か
る
も
の
(
土
地
・
家
屋
を
お
持

ち
の
方
だ
け
)

○
印
鑑

便利になりました

扇大橋が開通
7 月1 日渡りぞめ

七
月
一
日

、
小
台
と
扇
地
区
を
結

ぷ
扇
大
橋
の
M

通
式
が
盛
大
に
行
な

わ
れ
ま
し
た
。

扇
大
橋
は
、
西
新
井
橋
と
江
北
橋

の
閧
に
架
け
ら
れ
た
樸
で
、
荒
川
に

架
か
る
橋
で
は
都
内
で
十
七
番
目
。

全
長
七
六
一
(
メ
ー
ト
ル
、幅
員
二
五
メ
ー
ト
ル
の
う

ち
上
流
側
半
分
が
完
成
し
ま
し
た
。

開
通
式
は
、地
元
十
六
町
会
の
手

で
行
な
わ
れ
、親
子
三
代
の
榎
本
さ

ん
、田
中
さ
ん
夫
婦
を
先
頭
に
約
五

千
人
が
潼
り
初
め
气
(

写
真
)
　

扇
大
橋
の
開
通
で
、尾
久
橋
ま
で

の
バ
ス
が
扇
地
区
ま
で
延
長
さ
れ
る

な
ど
だ
い
ぶ
便
利
に
な
り
ま
す
。
全

面
開
通
は
苙
十
三
年
春
の
予
定
。

保
母
さ
ん

募
集
し
て
い
ま
す

区
内
に
は

、
現
在
四
十
(
の
区
立
保

育
園
が
あ
り
ま
す
。

区
で
は
、
こ
れ
ら
の
保
育
園
に
勤
務

す
る
保
母
さ
ん
を
、
次
の
要
領
で
募
集

し
て
い
ま
す
。

人
員
・
:五
名

助
務
先
=
・
区
立
保
育
園

応
募
資
格
・
―
保
母
の
資
格
を
持
ち
、
年

齢
肩
四
十
歳
未
満
の
方

採
用
時
期
・・・
昭
和
五
十
年
九
月
以
降

申
込
み
・
人

月
三
十
日
(
土
)
ま
で
に

履
歴
書
一
通
を
、
区
役
所
人
事
第
一

係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

。(
郵
4
c

り
吶
冓
で
r

″

センター・児童館・老人館だよ り
□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
六
〇
苙
―
七
一
〇
一

(
綾
瀬
駅
下
車
五
分
)

■
子
ど
も
映
圃
会
!

七
月
二
十
一
日
(
月
)
・
二
十
九
日
(
火
)
午

後
二
時

■
オ
セ
ロ
大
会
一
七
月
二
十
二
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十

分
…
小
学
生
対
象
、
定
員
三
十
六
名

、
申
込
み
は
十
五
日
(
火
)
か
ら

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
(
(
九
一
四
六
六
一

(
梅
島
駅
下
車
十
分
)

■
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
ー
七
月
二
十
三
日
・
三
十
日
(
水
)
午
後
三
時

■
老
人
一

道
教
室
丿
(
月
二
日
(

土
)
午
後
一
時

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
(
九
七
1
五
〇
一
六

(
西
新
井
駅
か
ら
東
武
バ
ス
鹿
浜
三
丁
目
下
車
(
分
)

■
老
人
民
黼
教
室
-
七
月
二
十
二
日
(
火
)
午
後
二
時
■
ど
じ
ょ

う
つ
か
み
大
会
一

七
月
二
十
六
日
(
土
)
午
後
二
時
三
十
分
・
=
定
員

二
百
名

■
児
重
映
画
会
-
(

月
二
日
(
土
)
午
後
二
時
三
十
分

□
千
住
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
(
(
二
-
二
七
六
五

(
北
千
住
駅
か
ら
東
武
・
都
営
バ
ス
桜
木
町
下
車
二
分
)

■
子
ど
も
映
画
会
-

七
月
二
十
六
日
(
土
)
午
後
一
時
三
十
分

□
西
伊
興
児
童
館
　
(
九
七
生
(
九
四
(

(
竹
の
塚
駅
か
ら
東
武
バ
ス
伊
興
町
下
車
十
分
)

■
木
工
作
-
七
月
二
十
二
日
へ
火
)
～
二
十
六
日
(
土
)
午
後
一
時

回
卓
球
教
室
-
七
月
二
十
六
日
(
土
)

午
後
二
時

□
新
田
児
童
館
・
老
人
館
　
九
こ
一
三
四
ニ
ー

(大
師
前
駅
か
ら
都
営
バ
ス
新
田
三
丁
目
下
車
十
分
)

■
老
人
盆
栽
ク
ラ
ブ
ー
七
月
二
十
一
日
(
月
)
午
前
十
時

■
児
重

音
楽
教
室
一

七
月
二
十
六
日
(
土
)
午
前
九
時

■
老
人
映
画
大
会
-

七
月
二
十
(
日
(
月
)
午
後
一
時
・
=
「
三
婆
」

□
千
住
あ
ず
ま
児
童
館
・
老
人
館
　
(
(
二
-
匸
一
天

(牛
田
・
関
屋
駅
下
車
三
分
)

■
老
人
踊
り
教
室
-

七
月
二
十
四
日
(
木
)
午
後
一
時

■
老
人
浪

曲
大
会
一

七
月
二
十
一
(日
(
土
)
午
後
一
時

■
夏
休
み
映
圃
大
会
-

七
月
二
十
六
日
(
土
)
午
後
二
時

□
教
育
セ
ン
タ
ー
営
(
五
〇
-
(
(
〇
一

(竹
の
塚
駅
下
車
十
分
)

■
岩
石
・
貝
・
昆
虫
の
展
覧
葡
よ
び
採
集
の
仕
方
講
習
会
-
七
月
二

十
三
日
(
水
)
午
後
一
時
…
対
象
-
か
中
学
生
、受
講
料
-
無
料

■
子
ど
も
マ
ン
ガ
映
圃
大
会
-
七
月
三
十
一
日
(
木
)
午
後
二
時
・
・
・

定
員
-
先
着
百
五
十
六
名
■
学
習
室
芻
よ
ぴ
展
示
ホ
ー
ル
の
開
放

I
学
習
室
・
人
月
一
日
I
ニ
十
日
(
休
館
日
を
除
く
)
展
示
室
・
・
・

(
月
一
日
?
十
五
日
(
休
館
日
を
除
く
)
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前

九
時
?
午
後
四
時
三
十
分
、
対
象
は
い
ず
れ
も
区
内
小
中
学
生

□
花
畑
区
民
セ
ン
タ
ー
富
(
五
〇
上
一
六
一
七

(竹
の
塚
駅
か
ら
東
武
バ
ス
花
畑
団
地
下
車
五
分
)

■
夏
休
み
デ
ー
キ
ャ
ン
プ
ー
七
月
二
十
三
日
(
水
)
午
前
(
時
・
=定
員

三
十
名

■
子
ど
も
の
広
場
大
パ
ザ
ー
ル
ー
七
月
二
十
四
日
(
木
)

午
後
一
時
三
十
分

■
お
ば
け
や
し
き
一
七
月
二
十
五
日
(
金
)
?

二
十
六
日
(
土
)
午
前
十
時
・
午
後
一
時
三
十
分

■
俳
句
教
室
―

毎
月
第
三
木
曜
日
午
後
一
時
・・・
若
い
方
も
ど
う
ぞ
。
申
込
み
受
付
中

で
す

■
映
圃
会
-
七
月
三
十
日
(
水
)
午
前
十
時

<
申
込
み
と
く
わ
し
い
こ
と
は
、一
接
多
施
設
の
事
務
窒
へ
>

〔
各
教
室
と
も
教
材
費
を
明
配
し
て
い
な
い
教
室
は
無
料
で
す
〕

■ 区役所(教育委員会を含む) 882―1111　第二庁舍889- 6161　足立福祉事務所888- 3141　中部福祉事務所889- 1481　東部福祉事務所605- 7105　西部福祉事務所897- 5011
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―
災
害
に
備
え
て―

三
角
バ
ケ
ツ
を
配
布

昨
年
に
つ
づ
き
無
料
で

大
地
震
な
ど
の
災
害
は
、
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
区
で
は
、
こ
の
岑
熊
に
備
え

て
、
い
ろ
い
ろ
と
施
策
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
災
害
の
被
害
を
最
小
限
に
く
い
止

め
る
た
め
に
は
、
区
民
の
み
な
さ
ん
の
日
頃
か
ら
の
心
が
け
と
協
力
が
な
に
よ
り
も
必
要
な

こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
、
防
災
対
策
の
一
環
と
し
て
、
三
角
バ
ケ
ツ
の
配
布
を
行
な
い

ま
す
。
ま
气

町
会
で
も
防
災
訓
練
を
し
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

区
で
は
、
防
災
事
業
の
一
環
と
し
て
、

昨
年
に
引
続
き
防
災
用
三
角
バ
ヶ
ツ
を

無
償
で
配
布
し
ま
す
。

こ
の
二
角
バ
ヶ

ツ
は
、吶
火
の
際
に
、

水
が
一
同
だ
け
で
出
て
し
ま
わ
て

五

ヱ
(
回
は
火
に
向
か
っ
て
水
そ
か
け
ら

れ
ろ
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
一
回
目
で
消
火
に
失
敗
し
た
と

し
て
も
、
す
ぐ
に
ま
た
消
火
態
勢
に
か

か
れ
、
そ
の
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

配
布
地
域
お
よ
び
配
布
対
象
に
な
る

家
庭
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
配
布
地
域
…
足
立
区
全
域

(
た
だ
し
、
次
の
配
布
対
象
に
骸
当

し
、昨
年
配
布
さ
れ
な
か
っ
た
世
帯
)

■
配
布
対
象
・
・
・
山
昭
和
五
十
年
七
月
一

日
現
在
、
「
住
民
基
本
台
帳

」
に
登

録
さ
れ
て
い
る
二
名
以
上
の
世
帯

咄
昭
和
五
十
年
七
月

盲

現
在
で
、

「
外
人
登
録
台
帳

」
に
記
載
さ
れ
て

い
る
世
帯

■
配
布
期
間
・
・
'
七
月
下
旬
か
ら
八
月
下

旬
ま
で

■
配
布
方
法
・
・
・
区
が
各
家
庭
に
直
接
お

届
け
し
ま
す

。

く
わ
し
く
は
、
区
役
所
防
災
踝
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

。

防
災
訓
練
に

積
極
的
な
参
加
を
!

区
で
は

、
町
会
自
治
会
に
自
主
的
な

防
災
訓
練
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
訓

練
は

、
大
震
災
が
あ
っ
た
と
き
の
火
災

の
延
焼
防
止
と
、
ふ
だ
ん
の
火
災
を
未

然
に
防
ぐ
初
期
消
火
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

初
期
消
火
に
効
果
が
あ
る
防
災
用
三

角
バ
ケ
ツ
や
消
火
器
が
近
く
に
あ
っ
て

も
使
い
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
い
ざ
と

い
う
と
き
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
も
、
馴
練
に
参
加
し
て
三

角
バ
ケ
ツ
や
消
火
器
の
使
用
方
法
に
慣

れ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
大
火
災
か
ら

家
庭
を
守
る
最
も
有
効
な
手
段
で
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
、
町
会
自
治
会
が
行

な
う
防
災
訓
練
に
積
極
的
に
参
加
し
、

不
時
の
災
害
に
そ
な
え
て
く
だ
さ
い
。

消

火

器

な

ど

の

販

売

に

ご

注

意

最
近
、
区
指
定
の
業
者
と
称
し
て
消

火
器
の
販
売
や
点
検
・
薬
剤
を
補
充
し

て
料
金
を
現
金
で
躊
求
す
る
者

が
お

り
、
区
民
の
方
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
た

び
た
ぴ
あ
り
ま
す
。

現
在
、
区
で
は
、
消
火
器
の
点
検
・

薬
剤
の
補
充
な
ど
に
つ
い
て
は
、
防
災

課
へ
申
請
さ
れ
た
所
定
の
用
紙
に
も
と

づ
い
て
、
区
指
定
業
者
が
行
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
際
、
現
金
の
直
接
受
纜
し

は
一
切
し
て
い
ま
せ
ん
。

ご
不
審
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
区

役
所
防
災
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

犬

に

関

す

る

お

知

ら

せ

保
健
所
で
は
、
野
犬
の
捕
か
く
、
放

し
飼
い
犬
に
よ
る
苦
情
、
廃
犬

、
捨
て

犬
、
迷
い
犬
な
ど
の
収
集
取
扱
い
は
直

接
行
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
業
務
は

、
都
で
行
な
っ
て

い
ま
す
の
で

、
犬
に
関
す
る
こ
と
は
次

の
と
こ
ろ
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
東
京
都
東
郭
犬
管
理
事
務
所
(
荒
川

区
荒
川
(
丁
目
八
上

二

営
(
〇
二
-

四
四
二
四
)

夜
間
・
休
日
の
場
合
は
…

▽
東
京
都
衛
生
局
夜
間
休
日
案
内
所

曾
二
一
六
-
四
(
二
(

不
用
に
な
っ
た
飼
い
犬
の
処
分
は
…

①
前
記
の
東
部
犬
管
理
事
務
所
へ
直
接

持
参
す
る
(

取
扱
い
時
間
は
、
午
前

九
時
か
ら
正
午
ま
で

、
た
だ
し
休
日
は

除
く
)
②
犬
収
集
車
が
保
健
所
に

立
ち
寄
る
と
き
に
保
健
所
へ
持
参
く
だ

さ
い
。な
お
、事
前
に
配
車
日
と
時
間

を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。連
絡
な

し
に
犬
`
-
・
持
参
4
れ
て
も
、保
健
所
で

は
引
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
飼
い
犬
の
登
録
、
廃
犬
屆
は
各
出
張

所

、
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交
付
と

こ
う
傷
犬
の
受
付
は
保
健
所
で
、
従
来

通
り
取
扱
っ
て
い
ま
す
。

三角バケツで初期消火

夏
休
み
を
利
用
し
て

体
力
づ
く
り
を

母
と
子
の
保
健
栄
養
学
級

ふ
と
り
す
き
は
、心
臓
に
過
人
な
負

担
を
与
え
る
々
と
多
く
の
病
気
に
つ
な

が
り
ま
で
ま
し
て
、育
ち
ざ
か
り
の

お
子
さ
ん
が
ふ
と
り
す
?
て
い
る
と
き

は
、体
力
の
低
下
や
心
臓
に
洳
影
響
?

与
え
、そ
の
ま
ま
に
し
て
お
ぐ
と
、
や

が
て
成
人
病
に
つ
な
が
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
区
で
は
、
お
子
さ
ん
の
ふ

と
り
す
き
解
消
に
次
の
と
お
り
、
保
健

栄
養
学
級
そ
開
き
ま
す
。

日
時
　
(
月
八
日
(
月
)
・
二
十
日

(
水
)
午
後
-
-
-
吋
三
卜
分

場
所
　
F
寿
小
学
校
体
育
館

対
象
　
肥
膺
児
と
母
親
(
特
に
学
童
期

の
児
童
)

講
師
　
窪
田

登
氏
(
早
大
教
授
)
・

小
池
五
郎
氏
(
女
子
栄
養
大
教
授
)

内
容
　
両
肥
満
予
防
と
栄
養
の
話

②

気
軽
に
で
き
る
体
操
(
慙
と
実
技
)

⑤
栄
養
診
断

定
員
　
百
六
十
名
(
先
着
順
)

申
込
方
法
　
(

ガ
キ
に
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
I
話
番
号
か
砲
入
の
う
え
、

次
の
い
す
れ
か
へ

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

▽
足
立
保
健
所
(
〒
匸
一
〇
中
央
本

町
一
丁
目
五
上
こ
営
(
四
〇
一
五
?

)

▽
千
住
保
健
所
(
〒
三

○

千
住
仲

町
七
六

営
(
(
(
-

四
二
七
七
)

▽
竹
の
塚
保
健
相
談
所
(
〒
一
ニ

ー

竹
の
塚
六
丁
目
一
(
1

匸
〒

一
〇

一

営
(
(

五
-
五
四
ニ

ー
)

▽
東
和
保
健
相
談
所
(
〒
一
二
〇

東

和
四
丁
目
一
〇
1
三

兮
六
〇
六
一

四
一
七
一
)

▽
江
北
保
健
相
談
所
(
〒
匸
一
三

江

北
六
丁
目
二
(
土

〒

一
〇
一

営
(

九
六
-
四
〇
〇
四
)

ね
た
き
り
の

お
年
寄
り
へ

区
で
は
、
ね
た
き
り
の
た
め
老
人
福

祉
手
当
を
受
け
て
い
る
お
年
寄
り
を
対

象
に
、
七
月
下
旬
に
見
舞
品
を
贈
り
ま

す

。骸
当
す
る
方
で

、
老
人
福
祉
手
当
を

購
求
し
た
後
に
、
住
所
や
銀
行
口
座
な

ど
の
変
更
か
あ
っ
た
と
き
は
、
異
動
事

項
を
区
役
所
老
人
助
成
係
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。 国

民
健
康
保
険
証

八
月
一
日
か
ら
変
わ
り
ま
す

現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
(
渙
ク

リ
ー
ム
色
)
は
、(
月
一
日
で
新
し
い

保
険
証
(
藤
色
)
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

(
月
一
日
か
ら
、古
い
保
険
証
で
は
、

保
険
扱
い
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
新
し

い
保
険
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
新
し
い
保
険
証
は
、
七
月
中

に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
届
か
な
い
と
き

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
古
い
保

険
証
は
、(
月
に
な
り
ま
し
た
ら
、
区

役
所
二
階
国
民
健
康

保
険

課
、
ま
た

は
、
出
張
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

も
し
、
新
し
い
保
険
証
に
ま
ち
が
い
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
申
出
く
だ
さ
い
。

お

願

い

〇
現
在
、医
療
を
受
け
て
い
る
方
(
老

人
医
療
証
で
受
け
て
い
る
方
も
)
は
、

新
し
い
保
険
証
を
も
う
一
度
医
療
機
関

へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

○
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

が
ら
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
、
生
活
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
方
は
、
国
保
を
や
め
る
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い

。

○
保
険
料
が
未
納
と
な
っ
て
い

る
万

は
、
至
急
納
め
て
く
だ
さ
い
。

○
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
で
き
な
い

方
で
、
ま
だ
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
な
い
方
は
至
急
加
入
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
国
民
健
康

保
険
課
賢
格
賦
課
係
へ
ど
う
ぞ
。

部
落
問
題
の

理
解
の
た
め
に
(
5
4
)

矢
田
教
育
楚
別
事
件
①

一
九
六
九
年

、
大
阪
市
教
職
員
組

合
東
南
支
都
の
役
員
選
挙
で
、
一
記

次
畏
候
補
の
配
っ
た
あ
い
さ
つ
状
が

事
件
の
発
端
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
あ
い
さ
つ
状
は
、教
育
労
働

者
の
労
働
条
件
の
改
善
を
訴
え
た
も

の
で
す
が
、そ
の
内
容
は
[
進
学
の

こ
と
や
同
和
の
こ
と
な
ど
で
ど
う
し

て
も
遅
く
な
る
こ
と
、
教
育
懇
談
会

な
ど
で
遅
く
な
る
こ
と
は
、
あ
き
ら

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の・
で
し
f
つ

か
」
「
越
境
、
補
習
、
同
和
な
ど
、

ど
れ
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
き
わ

め
て
大
事
な
こ
と
で
す
が
」
「
「
ど

ん
な
よ
い
こ
と
で
も
、
お
上
(
行
政
)

か
ら
き
め
ら
れ
た
こ
と
は
ダ
メ
だ

。

自
ら
要
求
し
自
ら
か
ち
と
っ
た
も
の

が
身
に
な
り
肉
に
な
る
』
こ
と
を
ひ

し
ひ
し
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
」
と
い

う
も
の
で
「
同
和
」
教
育
が
教
師
の

労
働
条
件
を
圧
迫
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

長
い
差
別
の
中
で
、
教
育
を
奪
わ

れ
て
き
た
私
達
部
落
民
が
「
教
育
を

保
障
せ
よ
」
と
さ
け
ん
で
闘
う
中
か

ら
、
よ
う
や
く

局

和
」
教
育
の
取

組
み
が
始
め
ら
れ
て
き
ま
し
气

こ
う
し
た
、
私
達
の
教
育
に
対
す

る
切
実
な
要
求
に
対
し

、
教
師
の
労

働
条
件
を
圧
迫
す
る
と
い

う
主
張

が
、
組
合
の
活
動
家
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
主
張
は

、

部
落
民
の
教
育
を
放
置
し
て
も
、
自

分
達
の
労
働
条
件
を
改
善
し
よ
う
と

い
う
差
別
的
な
主
張
で
あ
る
、
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

部
落
解
放
同
盟
足
立
支
部

(
五
〇
-
七
七
六
九

―
明
る
い
選
挙
―

ポ
ス
タ
ー
募
集

明
る
い
選
挙
を
お
し
す
す
め
る
う

え
に
役
立
つ
ポ
ス
タ
ー
を
、児
童
・

生
徒
の
皆
さ
ん
か
ら
募
集
し
ま
す
。

ふ
る
っ
て
ご
応
募
く

だ
さ
い
。

内
容
1
明
る
い
選
挙

を
お
し
す
す
め
る

こ
と
を
表
わ
す
も

の
資
格
-
区
内
小
・
中
・
高
校
の
児
童

・
生
徒

作
品
の
規
格
-
m
大
き
さ
は
、五
五

×
四
〇
り

圃
色
彩
は
自
由

篩
切
日
-

九
月
十
日
(
水
)

賞
-
入
選
者

示

・
中
・
高
校
生
各

一
〇
点
)
に
は
、
賞
状
お
よ
び
記

念
品
を
贈
り
ま
す
。な
お
、応
募
者

全
員
に
参
加
賞
を
贈
呈
し
ま
す

。

発
表
-
十
月
中
旬

応
募
上
の
注
憲
1
▼
作
品
の
う
ら
右

下
に
学
校
名
、
学

年
、氏
名
(
ふ
り

が
な
)
、
性
別
を

必
ず
記
入

▼
一
人
一
点
自
作

の
も
の

関
い
合
わ
せ
・
提
出
先
―
区
役
所
三

階
選
挙
管
理
委
員
会

母子家庭で住居にお困りの方へ

母子寮のご利用を
区
に
は
、
母
子

寮
が
公
立
・
私
立

を
あ
わ
せ
て
三
施

設
あ
り
ま
す

。こ

の
母
子
寮
は
、
ご

主
人
(
内
縁
の
夫

も
含
ひ
)
と
死
別
、

ま
た
は
離
別
し
て

子
ど
も
を
饗
育
し

な
が
ら
、
住
居
等

に
困
っ
て
い
る
方

の
た
め
の
施
設
で

す

。現
在
、
大
谷
田

母
子
寮

に
五

室

(
各
四
畳
半

、
十
月
に
は
六
畳
が
二
室

空
く
予
定
)
佐
野
母
子
寮
に
三
室
(
各

六
璽
)
の
空
室
が
あ
り
ま
す
の
で

、
母

子
家
庭
の
方
で

、
住
居
等
に
お
困
り
の

万
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
一
世

帯
一
室
の
使
用
に
な
り
ま
す
。

使
用
料

山
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

・

醤

・・
無
料

貿

得
の
念

髦

・
=収
入
に
応
じ
て
三
千
円
位
ま
で
の

額
※
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
料
は
、
自
己
負

一

担
で
す
。

。

く
わ
し
い
こ
と
は
、
お
近
く
の
福
祉

箏
務
所
か
次
の
ほ
子
寮
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
大
谷
田
ほ
子
寮

営
六
〇
五
-
五
四

〇
一

▽
佐
野
母
子
寮

営
六
〇
五
―
○
五
五

二

区
民
保
養
所
の
ご
利
用
を

讌
河
原
温
泉
に
あ
る
区
民

保
養

所

「
あ
だ
ち
荘
一
で
は
、
み
な
さ
ん
の
お

い
で
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

九
月
分
利
用
の
申
込
受
付
け
は
(
月

一
日
か
ら
行
な
い
ま
す
。(
な
お
、(

月
分
は
す
で
に
膺
室
で
す
)

利
用
で
き
る
方
I
ほ
内
在
住
、
在
助
の

方
利
用
で
き
る
期
間
一
一
回
に
つ
き
二
泊

三
日
以
内

申
込
期
間
-
利
用
す
る
月
の
前
月
初
日

か
ら
利
用
当
臼
の
五
日
前
ま
で

受
付
時
間
I
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
(

土
曜
日
は
正
午
)
ま
で

申
込
み
方
法
-
原
則
と
し
て
先

着
順
(

た
だ
し
、
申
込
が
同
時
に
多
数
と

な
る
と
き
は
抽
せ
ん
に
な
り
ま
す
。

申
込
受
付
開
始
の
初
日
は
特
に
混
み

あ
い
ま
す
の
で
、
午
前
九
時
ま
で
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。)

申
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先
―
区
役
所
一

階
区
民
部
管
理
係

お

す

み

で

す

か

特
別
区
民
税
(
第
一
期
分
)

納
期
限
(
六
月
三
十
日
)
は
過
ぎ

ま
し
た
が
、
七
月
中
は
ま
だ
、
銀
行

・
信
用
金
庫
・
儒
用
組
合
・
農
業
協

同
組
合
で
も
納
め
ら
れ
ま
す
(
納
税

通
知
書
を
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
)

▽
納
税
相
談
は
区
役
所
一
階
納
税
課

へ
ど
う
ぞ
。

自
転
車
を
ご
利
用
の

み
な
さ
ん
へ
お
願
い

最
近
、
駅
前
周
辺
の
道
路
や
広
場
に

自
転
車
を
放
置
す
る
方
が
目
立
っ
て
増

え
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の
放
置
す
る
自

転
車
で

、
多
く
の
大
が
歩
行
を
妨
げ
ら

れ
、
大
変
迷
惑
し
て
い
ま
す
。

自
転
車
を
利
用
し
て
通
動

、
通
学
を

す
る
方
は
、
お
早
目
に
お
出
か
け
に
な

り
、
必
ず
自
転
車
置
場
に
自
転
車
を
置

く
よ
う
に
し
、
路
上
や
通
行
人
の
迷
惑

に
な
る
場
所
に
放
置
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
交
通
安
全
の
た
め
に
無
理
な

運
転
、横
断
、放
置
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

掲
示
板

■
区
民
ラ
ジ
オ
体
操

大
会
を
開
催

区
民
の
健
康
増
進
と
ラ
ジ
オ
体
操

の
普
及
発
展
を
図
る
た
め
、
ラ
ジ
オ

体
操
大
会
を
開
催
し
ま
す
。ふ
る
っ

て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
-

七
月
二
十
七
日
(
日
)
午
前

六
時
～
七
時

場
所
-
千
住
新
橋
グ
ラ
ン
ド

、(雨
天

の
場
合
は

、、千
寿
第
三
小
学
校
体

育
館
)

※
参
加
希
望
の
万
は
当
日
、
直
接
会

場
に
集
合
し
て
く
だ
さ
い

。

な
お
、
ラ
ジ
オ
体
操
カ
ー
ド
が
必

要
な
団
体
に
は
、
理
事
畏
宅
(
大
原

正
雄

曾
八
八
七
―
○
三
二
九
)
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

■
ご
利

用
く
だ
さ

い

「公
害
防
止
の
手
び
き
」

区
で
は
、事
業
所
を
営
ひ
方
に
、

東
京
都
公
害
防
止
条
例
と
法
的
規
制

内
容
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
「公
害
防
止
の

手
び
き
」を
作
成
し
ま
し
た
。具
体

的
な
防
止
法
の
参
考
と
し
ご
ご
利
用

く
だ
さ
い

。

部
数
は

、
千
郎
ほ
ど
用
意
し
て
あ

り
ま
す
の
で

、
ご
利
用
の
方
は
区
役

所
公
害
課
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
「
公
害
の
あ
ら
ま
し

」
も

残
鮖
が
あ
り
ま
す
の
で
お
わ
け
し
ま

す
。

■
愛
の
献
血
に

ご
協
力
を

七
月
は
愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動

月
間
で
す
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
二
十
一
日
(
月
)
竹
ノ
塚
駅
東
口

▽
二
十
三
日
(
水
)
区
役
所
本
庁
舎

▽
二
十
九
日
(
火
)
中
川
北
小

▽
三
十
日
(
水
)
北
千
住
駅
西
口

時
間
は

、
い
ず
れ
も
午
前
十
時
か

ら
午
後
三
時
ま
で
で
す
(
午
前
十
一

時
三
十
分
か
ら
午
後
○
時
三
十
分
ま

で
は

、
昼
食
休
憩
時
間
)

■
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス

講
習
会

日
時
一

七
月
二
十
五
日
(
金
)
・
二

十
六
日
(
土
)
午
後
六
時
三
十
分

場
所
一
本
木
小
学
校
体
育
館

受
聊
料
1
無
料

申
込
み
i
当
日

制
限
-
巾
学
生
以
下
は
参
加
で
き
ま

せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
I
足
立
区
フ
ォ
ー
ク
ダ

ン
ス
連
盟
営
八
八
一
!
九
〇
六
五

■
区
民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
の
夕
ベ

日
時
―
七
月
二
十
四
日
(
木
)
午
後

六
時
三
十
分

塘
所
一
千
寿
第
三
小
学
校
体
育
館

畚
加
費
4
無
料
(
入
場
自
由
)

連
絡
先
丿
足
立
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス

連
盟

啻
(
(
一
-
九
〇
六
五

■
に
せ
職
員
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

最
近
、
区
役
所
や
保
健
所
の
職
貝

と
い
つ
わ
っ
て

、
吻
品
を
販
売
す
る

者
や
、
性
生
盾
に
関
す
る
い
か
が
わ

し
い
質
問
や
意
見
を
求
め
る
者
が
い

ま
す
。

区
役
所
で
は
、
物
品
の
販
売
や
性

生
活
に
関
す
る
調
査
は
一
切
し
て
い

ま
せ
ん
。
も
し

、
電
話
が
か
か
っ
た

場
合
や
そ
の
よ
う
な
者
が
訪
問
し
た

ら
、
か
な
ら
ず
身
分
証
明
書
等
を
確

綛
し

、
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も

に

、
不
審
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
区

役
所
衛
生
郎
・
保
健
所
や
警
察
署
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い

。

豚
肉
の

安
売
り
デ
ー

安
売
日
-
七
月
二
十
六
日
(
土
)

※
黄
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
肉
屋

さ
ん
で
販
売
し
ま
す
。

■
下
水
道
の
枝
線
工
事

区
で
は
、
綾
順
二
丁
目
地
内
(
次

図
の
と
お
り
)
の
下
水
道
工
事
を
行

な
い
ま
す
。
工
事
期
間
は
十
月
初
旬

か
ら
来
年
三
月
末
ま
で
か
か
る
見
込

で
す
。
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